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１
．
保
険
法（
保
険

契
約
法
）の
制
定

（
２
０
１
０
年
４
月
１

日
施
行
）

　（
１
）
制
定
の
経
緯
・
概

要　
保
険
契
約
に
関
す
る
一
般

的
ル
ー
ル
は
、
商
法
に
規
定

さ
れ
、
約
１
０
０
年
の
間
、

実
質
的
な
改
正
は
行
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
民
事
基
本
法

の
整
備
（
民
法
の
現
代
語
化

等
）
が
順
次
実
施
さ
れ
る

中
、
全
面
的
な
改
正
が
行
わ

れ
、
商
法
か
ら
独
立
し
た
保

険
法
と
し
て
２
０
０
８
年
５

月
30
日
に
成
立
し
た
。
〈
法

律
の
概
要
（
保
険
法
制
定
に

よ
る
主
な
変
更
点
）
は
、
本

稿
左
上
の
表
に
記
載
〉

　
損
害
保
険
協
会
は
、
当
初

か
ら
保
険
法
の
検
討
に
参
加

し
、
損
害
保
険
業
界
の
意
見

を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
法

制
定
に
伴
う
実
務
面
の
ポ
イ

ン
ト
を
整
理
す
る
等
の
役
割

を
果
た
し
た
。

　（
２
）
損
害
保
険
業
界
の

対
応

　
ア
．
傷
害
保
険
に
お
け
る

被
保
険
者
の
同
意
の
取
り
付

け　
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金

に
関
し
保
険
金
受
取
人
が
指

定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
家

族
（
配
偶
者
や
子
等
）
が
被

保
険
者
で
あ
る
と
、
保
険
契

約
者
（
世
帯
主
等
）
が
死
亡

保
険
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
モ
ラ
ル
リ
ス

ク
（
保
険
金
の
不
正
取
得
を

狙
っ
た
道
徳
的
危
険
）
の
懸

念
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
損
害
保
険
協
会

は
、
「
会
員
各
社
は
、
傷
害

・
疾
病
保
険
の
う
ち
、
特
に

被
保
険
者
の
同
意
を
取
り
付

け
て
い
な
い
契
約
形
態
（
未

成
年
者
の
死
亡
保
険
を
含

む
）
に
お
い
て
、
モ
ラ
ル
リ

ス
ク
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め

社
内
態
勢
を
構
築
し
、
適
正

な
引
き
受
け
を
行
う
こ
と
を

確
保
す
る
」
こ
と
を
決
議
し

た
。

　
さ
ら
に
、
「
傷
害
保
険
等

の
モ
ラ
ル
リ
ス
ク
防
止
に
係

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定

し
（
２
０
０
９
年
２
月
）
、

会
員
会
社
が
自
主
的
に
取
り

組
む
う
え
で
の
考
え
方
を
示

し
た
。

　
イ
．
告
知
義
務
に
関
す
る

対
応

　
告
知
義
務
の
性
質
が
自
発

的
申
告
義
務
か
ら
質
問
応
答

義
務
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
損
害
保
険
各
社
は
、

保
険
契
約
申
込
書
を
見
直

し
、
告
知
事
項
の
明
確
化
を

図
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
保
険
契
約
者
等

が
告
知
義
務
に
違
反
し
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
不
実
告
知

等
と
保
険
事
故
と
の
間
に
因

果
関
係
が
な
い
と
き
に
は
、

保
険
金
を
全
額
支
払
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　
ウ
．
保
険
金
の
支
払
期
限

に
関
す
る
対
応

　
保
険
法
で
は
、
保
険
約
款

に
支
払
期
限
が
定
め
ら
れ
て

い
て
も
、
そ
の
期
限
が
合
理

的
な
期
間
を
超
え
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
合
理
的
な
期

間
の
終
期
が
支
払
期
限
と
な

り
、
そ
の
合
理
的
な
期
間
が

経
過
し
た
時
か
ら
、
保
険
者

は
遅
滞
の
責
任
を
負
う
こ
と

と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
損
害
保
険

各
社
で
は
、
事
故
調
査
等
の

内
容
に
応
じ
た
合
理
的
な
支

払
期
限
を
定
め
る
と
と
も

に
、
期
限
の
起
算
点
の
管
理

を
厳
格
に
行
う
た
め
の
シ
ス

テ
ム
対
応
等
を
行
っ
た
。

２
．
金
融
シ
ス
テ

ム
改
革
の
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律

（
１
９
９
８
年

月
１

日
施
行
）

　（
１
）
改
正
の
概
要

　
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
法

は
、
日
本
の
金
融
市
場
を
国

際
金
融
市
場
と
し
て

再
生
さ
せ
る
た
め
の

改
革
を
一
体
的
に
進

め
る
関
係
法
律
を
一

括
し
て
改
正
し
た
も

の
で
あ
る
〈
同
法
に

よ
る
保
険
業
法
の
改

正
に
つ
い
て
は
前
回

の
本
特
集
「
４
．
１
９
９
８

年
12
月
改
正
―
金
融
シ
ス
テ

ム
改
革
の
一
環
と
し
て
の
改

正
」
に
て
既
述
〉
。

　
資
産
運
用
手
段
の
充
実
、

活
力
あ
る
仲
介
活
動
を
通
じ

た
魅
力
あ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
、
特
色
あ
る
多
様
な
市
場

シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
利
用
者

が
安
心
し
て
取
引
を
行
う
た

め
の
枠
組
み
の
構
築
の
４
つ

の
観
点
か
ら
、
関
係
す
る
法

律
が
改
正
さ
れ
た
。

　（
２
）
損
害
保
険
料
率
算

出
団
体
に
関
す
る
法
律
の
改

正
（
１
９
９
８
年
７
月
１
日

施
行
）

　
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
法
の

骨
格
の
一
つ
に
、
損
害
保
険

料
率
算
定
会
と
自
動
車
保
険

料
率
算
定
会
（
現
在
の
損
害

保
険
料
率
算
出
機
構
の
前

身
、
以
下
「
算
定
会
」
と
い

う
）
の
改
革
（
算
定
会
料
率

の
使
用
義
務
の
廃
止
）
が
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
改
正

に
よ
り
、
算
定
会
に
関
わ
る

独
占
禁
止
法
の
適
用
除
外
措

置
は
、
基
準
料
率
（
自
賠
責

保
険
お
よ
び
地
震
保
険
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
地
震
保

険
を
対
象
と
し
、
会
員
に
よ

る
使
用
に
つ
き
認
可
等
が
あ

っ
た
も
の
と
し
て
使
用
で
き

る
営
業
保
険
料
率
）
の
算
出

と
同
料
率
を
会
員
の
利
用
に

供
す
る
こ
と
を
除
き
、
廃
止

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
算
定
会
の
業
務
は
、
基
準

料
率
と
参
考
純
率
（
火
災
保

険
、
傷
害
保
険
、
任
意
の
自

動
車
保
険
等
を
対
象
に
、
会

員
に
よ
る
保
険
料
率
の
算
出

の
基
礎
と
し
得
る
も
の
と
し

て
算
出
す
る
純
保
険
料
率
）

を
算
出
し
、
会
員
に
提
供
す

る
こ
と
、
ま
た
、
保
険
料
率

の
算
出
に
関
し
、
情
報
の
収

集
、
調
査
お
よ
び
研
究
を
行

い
、
そ
の
成
果
を
会
員
に
提

供
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

３
．
金
融
商
品
の

販
売
等
に
関
す
る

法
律
お
よ
び
消
費

者
契
約
法
の
制
定

（
２
０
０
１
年
４
月
１

日
施
行
）

　
改
正
保
険
業
法
（
１
９
９

６
年
４
月
１
日
施
行
）
、
金

融
シ
ス
テ
ム
改
革
法
に
よ

り
、
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
大

枠
は
構
築
さ
れ
た
も
の
の
、

国
民
一
人
ひ
と
り
を
金
融
商

品
の
購
入
に
向
け
さ
せ
る
に

は
、
消
費
者
が
安
心
し
て
、

か
つ
、
リ
ス
ク
を
納
得
し
て

購
入
で
き
る
環
境
が
必
要
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
業
態
を
越

え
た
新
し
い
金
融
商
品
の
登

場
を
前
提
と
し
た
法
制
度
の

要
請
が
高
ま
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
下
、
金

融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る

法
律
お
よ
び
消
費
者
契
約
法

が
成
立
し
、
消
費
者
保
護
が

推
進
さ
れ
た
。

　（
１
）
金
融
商
品
の
販
売

等
に
関
す
る
法
律
（
２
０
０

１
年
４
月
１
日
施
行
）

　
主
と
し
て
当
事
者
間
の
私

法
的
な
権
利
義
務
関
係
を
明

確
化
す
る
取
引
ル
ー
ル
に
対

応
す
る
法
律
で
あ
る
。

　
損
害
保
険
協
会
で
は
、
同

法
の
制
定
を
踏
ま
え
、

「
『
金
融
商
品
の
販
売
等
に

関
す
る
法
律
』
へ
の
対
応
の

考
え
方
」
を
作
成
し
（
２
０

０
０
年
12
月
）
、
会
員
各
社

に
お
い
て
同
法
の
趣
旨
に
沿

っ
た
自
主
的
な
消
費
者
対
応

が
進
め
ら
れ
る
よ
う
取
り
組

み
を
行
っ
た
。

　（
２
）
消
費
者
契
約
法

（
２
０
０
１
年
４
月
１
日
施

行
）

　
消
費
者
契
約
法
は
、
消
費

者
と
事
業
者
の
情
報
力
・
交

渉
力
の
格
差
を
前
提
と
し
、

消
費
者
の
利
益
擁
護
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
で

あ
る
。

４
．
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法

律
の
制
定

（
２
０
０
３
年
５
月

日
一
部
施
行
、２
０
０
５

年
４
月
１
日
全
面
施
行
）

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
個
人
情
報

保
護
法
」
と
い
う
）
は
、
個

人
情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い

に
関
し
、
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
の
遵
守
す
べ
き
義
務
等

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個

人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る

こ
と
を
目
的
に
制
定
さ
れ

た
。

　
法
制
定
以
前
の
損
害
保
険

業
界
の
取
り
組
み
は
、
１
９

８
９
年
に
「
損
害
保
険
業
に

お
け
る
個
人
デ
ー
タ
保
護
に

つ
い
て
」
（
以
下
「
旧
損
保

指
針
」
と
い
う
）
を
策
定
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。

　
個
人
情
報
保
護
法
の
制
定

に
伴
い
、
損
害
保
険
協
会

は
、
損
害
保
険
各
社
間
の
情

報
交
換
制
度
や
旧
損
保
指
針

の
改
定
等
に
つ
い
て
検
討
を

進
め
た
。

　
情
報
交
換
制
度
に
関
し
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者

（
保
険
契
約
者
、
被
保
険

者
、
保
険
金
受
取
人
、
被
害

者
、
目
撃
者
等
）
が
存
在
す

る
た
め
、
損
害
保
険
協
会
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
、
損
害
保

険
（
共
済
）
に
係
る
契
約
内

容
、
事
故
状
況
、
保
険
金

（
給
付
金
）
の
請
求
内
容
等

に
関
す
る
個
人
情
報
を
共
同

利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
公

表
し
、
法
律
上
の
要
件
（
本

人
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態

に
置
い
て
い
る
）
を
満
た
し

て
い
る
。

　
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
法

お
よ
び
金
融
庁
が
定
め
た
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
な
ら
び
に
旧
損

保
指
針
な
ど
を
踏
ま
え
、
新

た
に
「
損
害
保
険
会
社
に
係

る
個
人
情
報
保
護
指
針
」

（
２
０
０
５
年
４
月
１
日
施

行
）
を
策
定
し
た
。

　
さ
ら
に
、
損
害
保
険
各
社

の
安
全
管
理
措
置
に
つ
い
て

は
、
金
融
庁
が
別
途
定
め
た

指
針
を
踏
ま
え
、
「
損
害
保

険
会
社
に
お
け
る
個
人
情
報

保
護
に
関
す
る
安
全
管
理
措

置
等
に
つ
い
て
の
実
務
指

針
」
（
２
０
０
５
年
４
月
１

日
施
行
）
を
策
定
し
た
。

　
な
お
、
損
害
保
険
協
会

は
、
個
人
情
報
保
護
法
に
基

づ
く
認
定
個
人
情
報
保
護
団

体
の
認
定
を
受
け
（
２
０
０

５
年
４
月
１
日
）
、
損
害
保

険
会
社
等
に
お
け
る
個
人
情

報
の
適
正
な
取
り
扱
い
確
保

の
た
め
の
業
務
を
実
施
し
て

い
る
。

　
個
人
情
報
保
護
法
は
、
制

定
後
10
年
余
り
、
大
き
な
改

正
は
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ゆ

る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
つ
い
て

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
つ

つ
活
用
す
る
こ
と
等
を
目
的

と
し
た
改
正
が
行
わ
れ
た

（
２
０
１
７
年
５
月
30
日
施

行
）
。

５
．
金
融
商
品
取

引
法

（
２
０
０
７
年
９
月

日
施
行
）

　
投
資
者
保
護
の
た
め
の
横

断
的
法
制
の
整
備
を
目
的
と

し
て
、
従
来
の
証
券
取
引
法

が
全
面
改
正
さ
れ
、
金
融
商

品
取
引
法
に
改
め
ら
れ
た
。

　
金
融
商
品
取
引
業
者
が
遵

守
す
べ
き
行
為
規
制
（
販
売

・
勧
誘
ル
ー
ル
）
と
し
て
、

広
告
の
規
制
、
契
約
締
結
前

お
よ
び
締
結
時
の
書
面
交
付

義
務
、
各
種
禁
止
行
為
、
損

失
補
て
ん
の
禁
止
等
の
事
項

が
定
め
ら
れ
、
損
害
保
険
会

社
の
商
品
の
一
部
に
も
こ
れ

ら
の
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

（
つ
づ
く
）

◇

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を

も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
前
回
の
第
４
回
で
は
、
損
害
保
険
に
関
係
す
る
主
な
法
律
の
う
ち
、
規

制
緩
和
・
自
由
化
以
降
の
保
険
業
法
の
改
正
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
第
５
回
の
今
回
は
、
保
険
法
を
中
心
に
損
害
保

険
業
に
関
係
の
深
い
法
律
に
つ
い
て
簡
単
に
振
り
返
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

保険法の概要（保険法における商法の規律からの主な変更点）

１．�適用対象契約の範囲の見直し（保険契約と同等の内容を有する共済契約への適用）

２．�人の傷害や疾病に基づいて保険給付を行う傷害疾病定額保険契約の規律の新設

３．�保険契約者等（消費者）の保護のための規定の整備
　（１）告知義務
　　・�自発的申告義務から、保険会社が告知を求めた事項について告知する質問応

答義務への変更。
　　・�保険募集人による告知の妨害や不告知・不実告知の教唆があった場合の保険

会社の契約解除を制限する規定の新設。
　（２）保険給付の履行期
　　・�保険約款に支払期限が定められていても、その期限が損害額算定や有無責の

確認等の調査のために必要な合理的な期間を超えている場合には、その合理
的な期間の終期が支払期限となり、その合理的な期間が経過した時から、保険
者は遅滞の責任を負うこととする規定の新設。

　（３）片面的強行規定の規律の導入
　　・�法律の内容よりも保険契約者等に不利な内容となる約款の定めは無効とする

規定（片面的強行規定）の導入。

４．�損害保険についてのルールの柔軟化
　　・�超過保険について、保険金額が目的物の価額を超える部分の契約も有効とす

る規定（ただし、保険契約者および被保険者が善意で重大な過失がない場合に
は超過部分について取り消し可能）。

　　・�重複保険について、損害保険各社は自らが締結した保険契約に基づく保険金
の全額を支払う独立責任額全額支払方式の導入。

５．�責任保険契約における被害者の優先権の確保（先取特権の付与）

６．�保険金受取人の変更ルールの整備（遺言による保険金受取人の変更も可能であ
ることなどの規定）

７．�モラルリスクを防止するための規定を新設（保険金の詐取など重大な事由が
あった場合に、保険者が保険契約を解除できる規定の新設）
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